
船舶事故調査報告書 

令和７年１１月１９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和７年４月２１日 ２０時１５分頃 

発生場所 山口県徳山
とくやま

下松
くだまつ

港第３区 

 岩
いわ

島灯台から真方位３２０°１１０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°５９.１′ 東経１３１°４５.１′） 

事故の概要  漁船本
ほん

満
まん

丸は、南東進中、浅所に乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和７年５月３０日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 本満丸、１.３トン 

 ＹＧ３－６０１５２（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 軽傷 １人（船長） 

 損傷 プロペラシャフトに曲損、船底外板に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 ほとんどなし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、操業の目的で、徳山下松港第１区

所在の係留場所を出航し、山口県周南
しゅうなん

市大
おお

島半島の南西部に位置す

る竜宮
りゅうぐう

鼻南方沖の漁場に向かった。 

本船には、レーダー及びＧＰＳプロッターの備えがなかった。船長

は、法定灯火を表示し、操縦区画に置いた椅子に腰を掛け、魚群探知

機（以下「魚探」という。）が正常に作動しているか確かめながら、

約１０ノットの対地速力で、手動操舵により本船を南東進させてい

た。 

船長は、本事故発生の約７２年前から事故発生場所付近の海域を幾

度となく通航して漁に出掛けており、慣れた海域であったが、当日

は、約３か月ぶりの出航であった。 

船長は、周南市岩島周辺に浅礁域が拡延していることを知ってお

り、岩島灯台の灯光も見えていたので、岩島北方沖の浅所（以下「本

件浅所」という。）を避け、いつものように目視で岩島灯台を左舷方

に見て、同市洲
す

島と岩島との間の海域を通航しようと思っていた。 

船長は、輝度を強くした魚探を見ることに意識を向けながら操船し

ていたので、前方の岩島灯台の灯光を見落とし、本船が本件浅所に向

かって航行していることに気付かず、本船は本件浅所に乗り揚げた。

（図１参照） 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 事故発生経過概略図 

 

船長は、乗り揚げた衝撃で、顔面を魚探に強打した。 

船長は、携帯電話で漁師仲間に本事故発生の連絡を行い、救援に駆

けつけた僚船によって救助され、本船の係留場所に向かった。 

本船の係留場所で待機していた船長の家族は、１１９番通報を行っ

た。 

船長は、救急車で病院に搬送され、顔面裂傷と診断されて治療を受

けた。 

本船の喫水は、船首約０.３ｍ、船尾約１.２ｍであった。 

船長は、救命胴衣を着用していた。 

分析 本船は、南東進中、船長が、周囲の見張り及び船位の確認を適切に

行っていなかったことから、本船が本件浅所に向かって航行している

ことに気付かず、本件浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

船長は、輝度を強くした魚探の画面を見ることに意識を向けていた

ことから、前方の岩島灯台の灯光を見落としたものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が、南東進中、船長が、輝度を強くした魚探

を見ることに意識を向け、周囲の見張り及び船位の確認を適切に行っ

ていなかったため、本船が本件浅所に向かって航行していることに気

付かず、本件浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・レーダー及びＧＰＳプロッターを備えていない小型船舶の船長

は、目印となる物標等を見落とさないよう、常時、周囲の見張り

及び船位の確認を適切に行いながら航行すること。 

・夜間航行を行う小型船舶の船長は、レーダー及びＧＰＳプロッ

ターを備えておくことが望ましい。 
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